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Ⅰ 最適ＲＦＰのためのガイドライン 

 

１ ガイドラインの目的 

 

本ガイドラインは、地方公共団体がＰＰＰ（Public/Private Partnership）事業を

行う上で、事業当初に発出する民間・市民団体等向けのＲＦＰ（Request For Proposal）

を作成する際に、将来、“ＰＰＰの失敗”を起こさないようにするための参考として開

発されている。 
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２ ガイドラインの位置づけ 

 

 本ガイドラインは、国、自治体等の何らかの公的機関の方針や意見ではなく、あくま

でも一研究機関としの本センターの見解である。しかしながら、本センターは、ＰＰＰ

を専門的に研究し、その過程で、多くのＲＦＰの事例研究を行うとともに、自治体等の

委託を受けて実際の作成業務にも携わってきたものであり、その集大成である本ガイド

ラインは、自治体実務においても十分に参考になるものと考えている。 

 

  



３ 用語の定義 

 

（１） ＰＰＰ 

 

本文書では、以下の本センターの定義を用いる。

 

（狭義）公共サービスの提供や

業が実施されるにあたって、官（地方自治体、国、公的機関等）と民（民間企

業、NPO、市民等）が目的決定、施設建設・所有、事業運営、資金

かの役割を分担して行うこと。

ガバナンスの２つの原則が用いられていること。

（広義） 何らかの政策目的を持つ事業の社会的な費用対効果の計測、および、

もっとも高い官、民、市民の役割分担を検討すること。

 

具体的には、ＰＦＩ

などの公共サービス型ＰＰＰ、公有地・公有建物の売却、賃貸により民間事業

を行う公共資産活用型ＰＰＰ

誘致、商店街再生などの規制・誘導型ＰＰＰのいずれの類型にも適用できるも

のと想定している。（この分類は、本センターの分類である）

 

（２） ＲＦＰ（Request For Proposal

 

 

官が決定した事業目的・内容・条件を民に開示し提案を促すための文書。通

常、日本語では募集要項と表現される。

(proposal)を行い、

有利な提案を行った提案者が選定

の内容に従って契約（

図表図表図表図表    1111    PPPPPPPPPPPP の構造との構造との構造との構造と
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本文書では、以下の本センターの定義を用いる。 

（狭義）公共サービスの提供や地域経済の再生など何らかの政策目的を持つ事

業が実施されるにあたって、官（地方自治体、国、公的機関等）と民（民間企

、市民等）が目的決定、施設建設・所有、事業運営、資金

かの役割を分担して行うこと。 その際、リスクとリターンの設計

の２つの原則が用いられていること。 

何らかの政策目的を持つ事業の社会的な費用対効果の計測、および、

もっとも高い官、民、市民の役割分担を検討すること。 

具体的には、ＰＦＩ(Private Finance Initiative)、指定管理者、業務委託

などの公共サービス型ＰＰＰ、公有地・公有建物の売却、賃貸により民間事業

を行う公共資産活用型ＰＰＰ、助成金の支給等により民間活動を誘導する企業

誘致、商店街再生などの規制・誘導型ＰＰＰのいずれの類型にも適用できるも

のと想定している。（この分類は、本センターの分類である） 

Request For Proposal） 

官が決定した事業目的・内容・条件を民に開示し提案を促すための文書。通

常、日本語では募集要項と表現される。ＲＦＰに基づいて（複数の）民は提案

を行い、ＲＦＰによりあらかじめ開示された基準に沿ってもっとも

有利な提案を行った提案者が選定(selection)される。ＲＦＰおよび

の内容に従って契約（contract）が結ばれる。これらは、前出の

の構造との構造との構造との構造と RFPRFPRFPRFP の役割の役割の役割の役割    

など何らかの政策目的を持つ事

業が実施されるにあたって、官（地方自治体、国、公的機関等）と民（民間企

、市民等）が目的決定、施設建設・所有、事業運営、資金調達など何ら

リスクとリターンの設計、契約による

何らかの政策目的を持つ事業の社会的な費用対効果の計測、および、

、指定管理者、業務委託

などの公共サービス型ＰＰＰ、公有地・公有建物の売却、賃貸により民間事業

、助成金の支給等により民間活動を誘導する企業

誘致、商店街再生などの規制・誘導型ＰＰＰのいずれの類型にも適用できるも

 

 

官が決定した事業目的・内容・条件を民に開示し提案を促すための文書。通

に基づいて（複数の）民は提案

によりあらかじめ開示された基準に沿ってもっとも

ＲＦＰおよび proposal

これらは、前出の 3 類型のいず



4 

れにおいても基本的に採用されているものである。 

 

（３） ＰＰＰの失敗 

 

本来達成されるべき状況から著しくかい離している場合を総称した概念であ

る。 

そもそも目的自体に合理性がない場合（目的設定の失敗）、官民の役割分担が

著しく片方によっている場合（官民の役割分担の失敗）、競争性がなくもしくは

非常に低く他のより優れた提案を排除している場合（非競争の失敗）、目的や趣

旨が選定条件、特に選定基準のウェイトに正しく反映されていない場合（メッ

セージの失敗）、契約内容が順守されない場合（ガバナンスの失敗）の 5種類が

ある。詳細は後述する。 
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４ ＰＰＰの失敗 

 

（１） 目的設定の失敗 

 

最初に官が設定する政策目的自体が不必要もしくは優先度の低いものであっ

た場合、その目的を達成するためにいかに優れた提案が出されようとも社会的

には最適化されないことを指している。通常は、政策目的自体は所与のものと

して扱われるので、この失敗が顕在化することは少ない。しかし、意味の薄い

政策が遂行されてしまうという、ある意味ではもっとも避けるべき失敗の類型

と言える。 

 

（２） 官民役割分担の失敗 

 

政策目的の意思決定が正しくても、実行における官民の役割分担が適切でな

ければ最適化されない。民で十分にできるにもかかわらず官が行うことになっ

ている場合や、民でもできないのに民に押し付ける場合が該当する。前者は、

目的設定の失敗同様表面的には失敗に見えない点で問題が大きい。後者の場合

は、民がリスクを適切に評価すれば応募しないので結果的には失敗は顕在化せ

ず、役割分担を見直して再度 RFP を実施すればよい。民にリスク分担能力がな

いにも関わらず無謀な提案を行い、これを審査過程で見抜けなかった場合、事

後的に事業が破たんする可能性はある。これは PPP の失敗ではなく、事業能力

のない民が分担して事業ができなかった例であり、むしろ市場メカニズムが適

切に機能したと言える。 

ただし、この場合でも、破たんした民間に代わる事業者がすぐに見つからず、

官も対応できない場合は、少なくとも一時的には当該サービスを誰も供給しな

いことになる。これはＰＰＰの失敗と言える。 

 

（３） 非競争の失敗 

 

RFP は潜在的に多くの提案者が存在する状態で、十分な競争プロセスで行われ

るべきものである。十分に競争的であれば、公共事業よりも効率性が低下する

ことはない。一方、競争性が低い場合は、その分最適な提案が選ばれない可能

性が高まる。 

例えば、地元企業に限定した指名競争入札の場合、競争入札ではあっても参

加資格が限定される場合は、競争性は低まり、納税者、消費者はより費用対効

果の良いサービスを需要する権利を失う。この場合、地元企業保護の論理と納
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税者、消費者の権利の保護のトレードオフが生じていることになる。 

 

（４） メッセージの失敗 

 

目的設定と官民の役割分担が正しく設定され、競争性も十分高いとしても、

それらが RFP の中に正確に書かれていない場合、最適な提案を誘導することが

できない。景観、にぎわい、安全安心など定性的な目的を個別に設定していて

も、募集方法が単純な競争入札で価格のみが条件とされたり、総合評価方式で

でも景観、にぎわい、安全安心などの要素のｳｴｨﾄが低ければ、目的を実現する

ための提案を誘導することはできない。 

 

（５） ガバナンスの失敗 

 

上記の失敗がすべてなかった場合、最適の契約が結ばれるはずである。ＰＰ

Ｐの定義にある「契約によるガバナンス」が厳密に適用されれば最適化される。

しかし、契約上ガバナンスが適切に設定されていない場合、あるいは、契約通

りにガバナンスがなされない場合、意図する効果を生まないことがある。たと

えば、委託先が禁止されている丸投げを実施し、委託者がまったく知らず業務

上の連絡が行き届かない状態などを指す。これがガバナンスの失敗である。 

 

（６） ＰＰＰの失敗の総括 

 

ＰＰＰの失敗のうち、目的設定の失敗は、そもそも当該自治体の政策面での

意思決定の失敗であり、ＲＦＰ以前の問題といえる。官民の役割分担の失敗、

非競争の失敗、メッセージの失敗は、ＲＦＰの中で決定していく過程で適切な

判断や表現がなされなかったことによって発生するＲＦＰ上の問題といえる。

ガバナンスの失敗は、ＲＦＰに問題なかったとしても発生しうるものであり、

ＲＦＰ以降の問題といえる。 

 

しかし、ＲＦＰの問題とされない目的設定の失敗も、ＲＦＰ作成過程で、地

域の環境、実情を客観的に精査することで、本当に地域にとって必要な目的な

のかどうかを再検討することができる。言い換えると、ＲＦＰに示された目的

の合理性が客観的に示されているかどうかを確認することで目的設定の失敗の

発生を避けることができるという意味では、ＲＦＰ上の問題といえる。 

 

また、同様に、ＲＦＰ上の問題としなかったガバナンスの失敗も、官が民を
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ガバナンスする方法をあらかじめＲＦＰ上で指摘しておく、もしくはその方法

自体を民に提案してもらい加点することによって発生可能性を引き下げること

は可能であり、その意味ではＲＦＰ上の問題といえる。 

 

以上より、ＲＦＰの工夫によって、ＰＰＰの失敗の発生可能性をできるだけ

引き下げることが可能であることが分かった。ガイドラインの意味はまさにそ

の点にあると言えよう。 
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５ 項目別のガイドライン 

 

（１） 政策目的の妥当性 

 

(ア) 目的設定の失敗を回避するには、実施しようとしている目的の妥当性

の背景や根拠を具体的に示す必要がある。その前提として、客観的、合理的な

方法に基づいて対象地域の人口、経済、産業などの状況を正確に捉え、課題を

提示する必要がある。 

 

(イ) 客観的、合理的な方法とは、統計データ・分析、住民アンケートなど

ＲＦＰ作成者の恣意により動かせないものである。必要に応じて、長期時系列

のデータ、他都市比較などの工夫が求められる。 

 

(ウ) 単にその事業が望ましいというだけでなく、他の政策目的に比して優

先されるという点を示す必要がある。総合計画等自治体の中での政策的裏付け

を明示する必要がある。 

 

(エ) 同一の事業の中に複数の目的がある場合は、優先順位をつけておく必

要がある。この点は、後述の選定基準における評価項目のウェイトに反映され

るべきものである。たとえば、景観、にぎわい、安全安心のようにそれぞれは

合理的な項目であっても、いずれを優先するかを明示しなければ、優れた提案

を行うことはできないからである。また、定性的な目的はできるだけ具体的に

記述する必要がある。 

 

（２） 役割分担の妥当性 

 

(ア) 官民の役割分担が明示され、かつ、その妥当性が理解できるように記

述されている必要がある。 

 

(イ) 民の役割を期待するにあたって官の役割を記述する必要がある。たと

えば、法令の整備、法令に基づく規制もしくは規制緩和、公共サービス型にあ

っては従前のサービスの内容・費用情報、公共資産活用型にあっては当該資産

のデューデリジェンス情報、補助金・税制上の優遇・金融上の優遇などである。 

 

(ウ) 民の役割に関しては、民が必ず実施すべき項目（必須項目）、民の実施

が推奨される項目（推奨項目）、民の実施が禁止される項目（禁止項目）の区
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別が、合理的であるとともに、明確でなければならない。特に、「必須」なの

か、「推奨」なのか、「禁止されていない」にとどまるかは民間にとって大きな

意味を持つ。 

 

(エ) 民に市場リスクを担わせる場合に、破たんリスクを考えておく必要が

ある。民でも負えないような過大なリスクは負担させないこと、破たん時のバ

ックアップ等を提案項目に入れるなどの対応が必要である。破たん時のバック

アップ手段を民間提案にゆだねる方法もある。 

 

（３） 競争性 

 

(ア) 競争性を低めることは優れたアイデアを採用する機会を低下させるこ

とであり原則として避けるべきである。資格を厳しくしすぎる、特殊な技術や

コンテンツに絞るなど過度に競争性を制限してはならない。 

 

(イ) 安易に「地元である」というだけの理由で地元企業に限定するなどの

方法は競争性を阻害し、住民の利益を損なうとともに、地元企業の改革を阻害

することに注意する必要がある。むしろ、維持管理、運営など地元企業が優位

にある業務を積極的に対象に含めるなどの方策で、競争力を発揮しやすくする

ことが望まれる。 

 

(ウ) 一方、優れたアイデアを出す者に対する適切なインセンティブの設定

は進めるべきである。アイデアが認められても一般競争入札とされた場合、提

案費用を回収する必要がある分アイデア提案者はコスト的に不利になるから

である。民間提案方式は世界的にも広く認められた手法であり、積極的に導入

すべきである。 

 

(エ) 民間提案でも特定の者からのみアイデア提案を求めるのは競争性が低

く認められない。民間提案を求める場合の競争性は、求める時点で発揮される

べきであり、提案資格には制限を設けず、必要十分な周知期間を取る、説明会

を開催する、単発ではなく継続的な制度にするなど広く公平にアイデアを求め

る工夫が必要である。 

 

(オ) 2011 年ＰＦＩ法改正で民間提案制度が確立し自治体での体制整備が

求められているところである。ＰＦＩ以外の手法を含めた一般的なＰＰＰ提案

を受ける体制が必要である。 
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（４） メッセージの整合性 

 

(ア) 目的と選定基準の整合性はとれていなければならない。選定基準は数

字で表現されるために、目的自体も客観的に把握できるようにする。このため、

事業の開始前の時点でその事業に期待する目的を十分に議論しておく必要が

ある。たとえば、図書館を建設する場合、本を読む、読み聞かせをする、図書

館で調べ物をする、ゆったりした空間でくつろぐ、コミュニティの社交の場と

するなどのさまざまな目的がありうる。その優先順位を明確化する必要がある。 

 

(イ) 選定基準は、優先度が高い目的は加点のウェイトを高く、優先度が低

い目的は加点のウェイトを低く設定する必要がある。 

 

(ウ) 選定基準の作り方としては、当該項目を実施する上で必要な費用に比

例させる方法がもっとも合理的である。提案者は目的の達成ではなく総合評価

の点数を高くするための提案を作成するので、費用がかかっても加点のウェイ

トの低い項目には、提案者は傾注しないからである。 

 

(エ) 資料の見栄えやプレゼンの巧拙に点数を付与するのは原則として避け

るべきである。明示的に付与しない場合でも、審査時点でそうした印象点が入

り込まないよう注意する必要がある。 

 

（５） ガバナンスの妥当性 

 

(ア) ガバナンスの失敗を避けるためには、契約条項を具体的、合理的にす

る必要である。この点からも、前出の必須項目、推奨項目、禁止項目の区別は

合理的であるとともに、明確でなければならない。 

 

(イ) 履行しなかった場合のペナルティ条項を明確に設定する。ペナルティ

は明確かつ合理的な必要があることは言うまでもない。また、ペナルティの実

行も恣意的ではなく、真摯に履行すべきである。もし履行がためらわれるよう

なペナルティ条項だとすると、それは設定時点で厳しすぎるもしくは不合理な

条項だったと言えよう。 

 

(ウ) 逆に、契約内容を順調にもしくは上回って達成した場合は、必要に応

じて、それに見合うインセンティブを付すことも必要である。 
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(エ) 官民双方にとってモニタリングによる費用の増大を防ぐために合理的

なモニタリングが求められる。たとえば、KPI(Key Performance Indicator)で

ある。多くの目的のうち一つもしくは少数の目的を設定し、その客観的な数値

目標を明確化することで、煩瑣なモニタリングを省略することができる。（例：

公共職業訓練校市場化テストにおいて「訓練後の就職率」を KPI とすること） 
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６ チェックリスト 

 

 次ページに示す本チェックリストは、ガイドラインをさらに可視化し、自治体職

員が手元でポイントを確認できるように設計されている。 
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RFP 制作者のためのチェックリスト 

分野 項目 チェック欄 

（制作者） 

チェック欄 

（チェック者） 

政策目的の

妥当性 

 

目的が明確に示されてい

るか 

 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

複数の目的がある場合に

優先順位が明確か 

 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

その背景や根拠を具体的

に示しているか 

 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

背景や根拠に合理性や説

得力があるか 

 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

役割分担の

妥当性 

 

官民の役割分担が明示さ

れているか 

 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

分担が不明な役割はない

か 

 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

微妙な役割に関しては分

担の理由が示されている

か 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

民の役割を期待するにあ

たっての官の役割を記述

しているか 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

民が必ず実施すべき項目 □非常に良い □非常に良い 
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（必須項目）、民の実施が

推奨される項目（推奨項

目）、民の実施が禁止され

る項目（禁止項目）の区別

が明確か 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

その理由が明確に示され

ているか 

 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

競争性 

 

資格要件が明確か 

 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

資格を厳しくしすぎる、特

殊な技術やコンテンツに

絞っているなどはないか 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

地元企業に限定している

場合など競争制限がかか

っている場合は消費者の

利益への配慮が検証され

ているか 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

メッセージ

の整合性 

 

選定基準は明確か 

 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

選定基準は合理的か 

 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

目的との整合性は取れて

いるか 

 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

ガバナンス

の妥当性 

契約条項は具体的か 

 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□非常に良い 

□おおむね良い 
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 □やや良くない 

□非常によくない 

□やや良くない 

□非常によくない 

履行しなかった場合のペ

ナルティは明確かつ合理

的か 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

契約内容を順調にもしく

は上回って達成した場合

のインセンティブは明確

か 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

モニタリングの方法が明

確か、KPI などガバナンス

を効果的に行うための工

夫はなされているか 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

□非常に良い 

□おおむね良い 

□やや良くない 

□非常によくない 

総合 点数 

非常に良い・・・３点 

おおむね良い・・・2点 

やや良くない・・・０点 

非常によくない・・▲1点 

で評価 

   

 

 

      点 

 

 

 

      点 

総合評価 
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（参考）「RFP 制作演習と最適 RFP ガイドライン」 

 

PPP の失敗の類型は、現実の事例を研究し仮説として設定したものである。東洋大学大

学院経済学研究科公民連携専攻（以下「PPP スクール」）では、仮説を検証するために教育

の一環としてRFPの制作演習を行っている。PPPスクールに在籍する院生の大半は自治体、

建設、不動産、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、金融などに所属する社会人であり、実際に PPP 実務に携わって

いる者も少なくない。こうした経験豊富な社会人院生が実際に RFP を制作することで、よ

り効果的に検証することができる。 

演習は、二つのパートに分けて実施されている。第 1 は院生が複数のチームに分かれて

RFP を制作する RFP ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ、第 2 は優秀 RFP に対して提案を行うという提案コンテス

トである。建築・都市計画やベンチャー分野などでアイデアコンペの例は少なくないが、

RFP 自体を制作し競争するという方式は他に例がない。 

RFP ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの対象ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄは全くの任意としたが、実際には、特定の地域を前提にそ

の課題を解決する PPP を募集する RFP が多く書かれた（後述参照）。提案された RFP か

ら最優秀 RFP を選ぶとともに、第 2 の提案コンテストでは最優秀 RFP に対して各チーム

（チーム構成は変えない）が提案する方式を取った。最後の提案コンテストは一般公開さ

れ、毎回、地域関係者や一般参加者を得てイベントとして開催された。 

 

優秀 RFP の実績 
・2007 年度 岩手県紫波町物産販売増加プラン 

・2008 年度 新宿区歌舞伎町大久保公園有効利用 

・2009 年度 荒川区商店街振興 

・2010 年度 赤羽駅周辺自転車駐車マネジメント業務 

・2011 年度 目黒区・旧国鉄清算事業団宿舎跡地複合施設整備事業 

 

この経験から、“PPP の失敗”の多くは RFP 制作時点で克服可能であるものの、明確な

問題意識を持たないと発生してしまうことが明らかになった。特に、目的のあいまいさと

選定基準とのかい離が生じやすい点はしばしば問題となった。 

たとえば、2011 年度の「目黒区・旧国鉄清算事業団宿舎跡地複合施設整備事業」では、

RFP 制作チームの真意としては目黒区の居住環境に適応した計画を求めていたが、RFP の

目的の記述が不十分で、かつ、選定基準上は環境対応が必ずしも重視されていなかったた

め、選定基準に沿って淡々と審査した結果は RFP 制作チームが低い評価となった。“目的

設定の失敗”および“メッセージの失敗”が起きていたのである。 

他の年度でも、RFP 制作チームは、実は一度も提案コンテストで勝利していない。本来、

もっとも上手に提案できるはずの制作チームが勝利できないという事実に、RFP の難しさ

と重要性が表れているといえよう。こうした検証を経て、2012 年度は、PPP の失敗を回避

するためのポイントを具体的なガイドライン（後述）として提示し評価項目に直接連動さ

せた。また、“目的設定の失敗”を避けるために地域の人口や産業などの分析を重視してチ
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ーム当たりの人数を増やしチーム数を 2 つに絞る、ガイドラインの妥当性を検証するため、

担当教員がガイドラインに忠実に制作した RFP に対して提案する方式に変更する等の修正

を行った。 

 

“PPP の失敗”を回避するための最適 RFP ガイドライン（抄） 

１ 政策の目的の妥当性 

(1) 実施しようとしている目的の妥当性が示されているか。政策目的はハード系のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ提案だけ

でなく、ソフト、政策、イベントなどを含む。いずれの場合も、地域全体の政策目的としての合

理性が必要。単に、土地が余っているので開発するというような単純な発想は不可。 

(2) 妥当性の背景や根拠が具体的に示されているか。地域の歴史、人口、産業等のマクロ的な分析、

特定の立地を念頭に置く場合は当該地の立地条件、経緯等のミクロ的な分析を行う。 

２ 役割分担の妥当性 

(1) 官民の役割分担を明示しているか。 

(2) 官が整備すべき条件は何か。民間が必ずしなければならない事項（必須）、必須ではないが提案さ

れれば加点対象になる事項（推奨）、してはいけない事項（禁止）は明確かつ合理的に識別されて

いるか。 

３ 競争性 

(1) 地元企業に限定するなど排除規定はないか。排除規定がある場合は、その合理性を示しているか。

当該事業者ではなく住民にとってプラスであることが示されているか。 

(2) 特殊な技術やコンテンツに絞るなど競争性を制限していないか。 

(3) 事前にアイデア提案を行う場合などのケースでは、知的財産保護やインセンティブに配慮してい

るか。 

４ 目的と募集要項の整合性 

(1) 目的と募集要項各条項の整合性はとれているか。 

(2) 目的の優先劣後関係と選定基準のウェイトの整合性は取れているか。選定基準上一定のウェイト

を有する条項が目的としてあらかじめ設定されているか、その合理性は記載されているか。 

５ ガバナンスの妥当性 

(1) ガバナンスの工夫はあるか。ガバナンスの方法自体を提案させるもの一つの方法である。 

(2) ペナルティ、インセンティブ、モニタリングは明記されているか。 

 

実際に提案された RFP（2 種類）、講評、教員が制作した提案コンテスト用 RFP を巻末

に参考情報として添付する。RFP 講評では、2 種類の RFP に対して以下のような評価を行

った。いずれも、“PPP の失敗”を回避しておりそのままでも使える程度の水準はクリアし

ているが、同時に完全に回避されていないことを指摘している。この問題が今後とも検討

すべき課題であることが示されていると言えよう。 

 

2012 年度 RFP ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝで提案された RFP に対する教員の講評 

●東京都心３区におけるコミュニティサイクル実証事業： 

時代の要請を先取りする政策であり、先行事例の紹介や分析も丁寧に行われていて、行

政にも民間にも分かりやすい優れた RFP と評価する。しかし、「背景」、「目的」、「選定

基準」に書かれている政策目的の優先順位、ウエイトの関係が非常に分かりづらい。ま

た、「背景」からは最重要の課題と認識される「慢性的な混雑の解消」、「環境負荷の改

善」に対して、「コミュニティサイクルの導入」が与件として与えられることで課題が

解決されており、民の考える余地が少ない。また、3 区間の連携形態が不明で、提案者

のリスク要素となる。 
 

●朝霞市基地跡地活用事業 
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子育て支援、大規模低未利用地活用とも一般的に行政が発案するオーソドックスな政策

であり、行政にも民間にも分かりやすい優れた RFP と評価する。子育て支援のために、

自然に恵まれた環境を使うこと自体には違和感はない。しかし、実際には単身世帯を吸

収している現状に鑑みると、子育て支援が市場ニーズに合っているのか、維持できるの

かが疑問であり、「政策目的の失敗」の可能性がある。また、弱点を補う提案を求める

としても、本件施設だけで補えるものではない点が限界を感じる。 

 

（３）自治体の事業への適用と今後の課題 

東洋大学では、制作演習と並行して実際の自治体での RFP 制作を支援している（下表参

照）。個々の詳細についてはそれぞれのウェブサイトなどを参照されたい。このうち、2012

年度の滋賀県県庁周辺地域民間活力導入のための民間アイデア提案募集は、これまでのす

べての成果を反映させた RFP として現在進行しており、その成果の発揮を期待していると

ころである。 

なお、ガイドラインについては、具体的事例などを含めてより自治体現場で使いやすく

する工夫を入れたうえで 2012 年度内にホームページで公開する予定である。国、自治体で

の PPP へのニーズは高まることは間違いないが、“PPP の失敗”が生じることでその信頼

性や有用性が揺らぐことのないよう、今後も“失敗しない RFP”の制作を支援していく予

定である。 

 

RFP 制作支援実績 

2009 年度 紫波（岩手） 岩手県フットボールセンター整備事業 

2010 年度 加西市包括民間委託制度、藤沢市公民連携提案制度、香川県まんのう町立中学校・図書館

整備等 PFI 

2011 年度 さいたま市公民連携提案制度 

2012 年度 滋賀県県庁周辺地域民間活力導入のための民間アイデア提案募集 

 

参考文献参考文献参考文献参考文献    

根本祐二(2010)「PPP研究の枠組みについての考察(1)」、『東洋大学PPP研究センター紀要』

創刊号 p19~28 

根本祐二(2011)「PPP研究の枠組みについての考察(2)」、『東洋大学PPP研究センター紀要』

第 2 号 p4~20 

 

 

本稿は、『東洋大学 PPP 研究センター紀要』第 3 号（2012）に掲載された根本祐二「PPP

研究の枠組みについての考察(3)」から抜粋したものである。 
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参考１ 2012 年度 RFP ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ提案例（S チーム） 

 

東京都心３区におけるコミュニティサイクル実証事業 

 

第１第１第１第１    事業の背景事業の背景事業の背景事業の背景 

(１) 東京都の千代田区、中央区、港区（以下「都心３区」という。）は日本の政治、官庁、経済、金融

等の中心が集積しており、ビジネス交通需要が大きい。特に都心３区の自動車交通需要が大きく、

２３区内の幹線道路ではほぼ全域で慢性的な混雑状態にある。自動車の利用に伴う、排出ガス（二

酸化窒素（ＮＯ２）や浮遊粒子状物質(ＳＰＭ)等）や騒音等が生活環境に大きな影響を及ぼして

おり、地球温暖化の一因ともなっている。 

(２) 交通渋滞は、需要が供給を上回るために発生するもので、増える自動車交通に対して道路整備が

追いついていない。一方、近年の人口構成の変化や財政規律を維持する面から野放図的に供給を

増やすことは現実的ではなく、自動車交通以外の公共交通を育てていくことが求められている。 

(３) 短距離移動の公共交通機関としての自転車が環境志向・健康・レジャーの高まりから近年注目を

集めている。大きな交通需要をもつ都心３区において自転車（コミュニティサイクル等）への移

動手段の転換が図れることは、東京全域の交通網の円滑化と環境負荷の低減をもたらすものであ

る。 

(４) 自転車は５ｋｍ程度の短距離移動においては、他の交通手段よりも所要時間が短く、自転車利用

（コミュニティサイクル）は集積度の高い都心３区の新たな公共交通であり極めて効率的な移動

手段として認識されている。 

(５) 有数のビジネス街として知られている都心３区では、利便性、快適性や環境負荷の低減への観点

から、すでに業務でレンタサイクル等の自転車利用がなされており需要が大きい。 

(６) 東京駅周辺での１日当りの放置自転車数は平成２３年に都内ワースト２位になっている。東京駅

周辺の更なる再開発により商業施設が増え自転車乗り入れの増加に拍車がかかっており、このま

まではワースト１位になる可能性が非常に高い。 

(７) 都心３区民の移動ニーズと既存の公共交通サービス網との不一致が生じており、住民にとっては

日常生活が不便な地域が存在している。交通混雑や違法駐車などにより路線バスの定時性も低下

している。 

特に自動車を運転することができない又は将来できなくなる高齢者などの「移動弱者」「買い物弱

者」にとっては大きな問題となっている。このような状況から、自転車と歩行者を中心とする回

遊性と利便性の高い住みやすいまちづくりを目指して、都心３区の商店街では関心を持ってその

検討を進めている。 

 

第２第２第２第２    事業内容に関する事項事業内容に関する事項事業内容に関する事項事業内容に関する事項    

１１１１....    名称名称名称名称    

東京都心３区におけるコミュニティサイクル実証事業 

 

２２２２....    事業目的事業目的事業目的事業目的    

コミュニティサイクルを中心とする自転車利用が、都心３区のビジネスを中心とする近距離移動を

担い、自動車利用や公共交通機関を補完する利便性・快適性の高い交通手段を提供することにより以

下を実現することが本事業の目的である。 

(１) 地域・民間・行政協働のＰＰＰ（官民連携）を活用した自転車交通環境整備 

(２) 自動車、公共交通機関から自転車への転換による環境負荷の低減 

(３) 都心３区商店街等の活性化、快適化、安全性の向上 

 

■本事業に関する基本的コンセプト■本事業に関する基本的コンセプト■本事業に関する基本的コンセプト■本事業に関する基本的コンセプト    

(１) 地域・民間・行政協働のＰＰＰ(官民連携)を活用した自転車交通環境整備 

① 自転車利用料金とスポンサー・広告収入によるＰＰＰ（官民連携）型コミュニティサイクル事業

を行う。 

② コミュニティサイクルに関連し、付帯事業（レンタサイクル、駐輪施設等の事業）を一体的に管

理、実施することにより、ＰＰＰ（官民連携）型の事業を行う。 

③ 東京駅や霞が関周辺を中心とする放置自転車対策を実施することにより放置自転車の削減を図

る。 
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④ ＧＰＳ機能等搭載自転車導入による故障や盗難予防等の安全性の向上及び流動化の確保を図る。 

 

(２) 自転車、公共交通機関から自転車への転換による環境負荷の低減 

ポート設置箇所は歩道上の利用を前提とし、事業主体がポート用地の道路占有について関係者と協

議し許可を得るとともに、道路占有料を免除することによりコミュニティサイクルを中心とする自転

車利用ポートの拡大を図り、都心３区内における自転車の利用を中心とした近距離移動を実現する。 

 

(３) 都心３区商店街等の活性化、快適化、安全性の向上を実現する 

① コミュニティサイクル、「パークアンドウォーク運動」の実施、及び「ゾーン３０」の導入等に

より、子供、高齢者などの利便性、安全性を確保し、活性化、快適化につながる商店街等の実現

を図る。 

② ユニバーサルデザイン化を推進しコミュニティサイクル施設（自転車、ポート）と都心３区の景

観の一体化を図る。 

 

３３３３....    事業主体事業主体事業主体事業主体    

千代田区、中央区、港区 

 

４４４４....    事業内容事業内容事業内容事業内容    

(１) 事業主体者と運営事業者の役割分担 

① 事業主体者の役割は以下のとおりとする。 

� 事業主体として本事業全体の統括を行う。 

� 運営事業者が提案するポートの設置については、協議して決定する。また、ポート設置関係者

との協議にあたり最大限に協力する。 

� ポート設置箇所は歩道上の利用を前提とし、ポート用地の道路占有については関係者と協議し

許可を得るとともに道路占有料を免除する。 

� ポート、自転車の広告収入を得るため、「屋外広告物条例」の改正について東京都と協議する。 

� コミュニティサイクル利用促進のための広報活動等を実施する。具体的な広報活動（ＨＰ、広

報誌、掲示板等）等については、運営事業者と協議のうえ決定する。（民間から提案することを

可能とする。） 

� 都心３区職員の業務上での利用を積極的に促す。 

� 事業開始に伴う初期投資を補助するため、運営初年度に７,５００万円を上限に事業に係る設備

工事、自転車購入費等の額の２分の１を補助する。 

� 運営事業者と締結するＳＬＡに基づき、事業に関するモニタリングを実施する。 

� サービス内容、利用料金等の変更があった場合の許認可権限を有する。 

� 住民及びコミュニティサイクル等自転車利用者の安全利用に関するルールの周知や運転マナー

を向上させるための施策を実施する。 

� 運営事業者と協議の結果、事業主体が担うこととされた業務を実施する。 

� その他、事業実施に際して、運営事業者の支援を行う。 

    

② 運営事業者の役割は以下のとおりとする。 

� ポート用地の確保及び運営に必要な機器・施設一式の用意、設置、維持管理、故障時の修繕、

事業期間終了後の撤去、並びに会員募集、会員管理、貸出返却管理、事故クレーム対応、広報

周知、ポート・自転車広告設置スポンサーの募集、その他付帯事業等事業内容に記載された事

業を行う。 

� 採算性を向上させるため、コミュニティサイクルに付帯する事業（以下「付帯事業」という。）

を実施することができる。（コミュニティサイクルの利用料金収入及び付帯事業収入は運営事業

者の収入となる。） 

� コミュニティサイクル利用料金（会員料含む）、広告・スポンサー料、その他付帯事業に係る料

金の徴収、事業実施にかかる一切の支払いを行う。 

� 上記利用料金、広告・スポンサー料、その他付帯事業収入は運営事業者の収入とする。 

� 住民及びコミュニティサイクル等自転車利用者の安全利用に関するルールの周知や運転マナー

を向上させる啓発活動を実施する。 

� コミュニティサイクル等の運営によって得たデータ等（登録者数、利用者数、収支等）を、事

業主体者に提供する。 
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(２) 事業期間 

初年度は事業実施に向けた検討・協議・準備期間とし、事業運営期間は一般利用者への利用開始から

５年とする。 

 

(３) 事業エリア 

都心３区内を範囲とする。 

 

(４) 事業規模 

事業開始時にポート設備を２０箇所以上(自転車３００台以上)用意する。 

ポートの配置は放置自転車台数の多い箇所について留意すること。また事業開始後、段階的に拡大す

ることを検討する。 

 

(５) 料金・付帯事業・収支 

① 公共的な交通機関として多くの利用者に利用されるよう、利用における回転率を高める工夫をす

る。また、路上への放置を抑止する方策を導入する。(短時間利用の場合は安価な価格設定とし、

長時間の連続 利用は利用料金を割高とするなど)。 

② 付帯事業による事業外収益を含め、事業の採算性が見込まれ、継続的な事業実施が可能な事業モ

デルを前提とした事業を行う。 

 

(６) 運営方法 

① 事業の運営にあたっては、運営組織を確立し、円滑に行うものとする。営業時間中はコールセン

ター等を設置し、営業時間外は、事故等緊急時の対応のため、常時連絡および対応可能な体制と

する。 

② 配置している自転車に偏りが発生した場合には、配置台数を平準化するために自転車を再配置す

る。 

③ 事故、トラブル等の対応を迅速に行う。利用者へのケガの補償及び損害賠償事故(対人、対物)へ

の補償に備え、保険に加入する。 

④ 利用者に対して、交通ルール、マナー等の啓発を行う。(歩道通行は徐行、公園・港湾緑地への

乗り入れ 禁止等) 

⑤ 防犯、盗難対策を行う。 

⑥ 公共的な交通手段として多くの利用者に使用されるよう、短時間のポート間移動を基本とした運

用を行い、自転車利用における回転率を高める工夫をする。 

⑦ 利用者の利便性や、一時利用などの幅広いニーズへの対応を考慮し、クレジットカードに限らず、

多様な決済方法とする。 

⑧ 放置自転車対策と連携し、自転車の路上への放置を抑止する方策を導入する。 

⑨ 自転車を借りたポートとは異なるポートに返却することが可能なシステムとする。 

⑩ ポート設置・運用にあたり、利用者その他，違法駐輪の誘発等に対応するよう、必要に応じて現

地へ説明員などを配置するなどの対策を講ずる。 

⑪ 実施時間(貸出・返却時間)は、原則として２４時間とし、必ずいずれかのポートで貸出・返却を

可能とすること。 

⑫ 料金体系利用料金設定については、他地域での事例を参考に、利用しやすい料金設定・料金体系

とすることし、協議のうえ決定する。 

 

(７) 利用方法 

① 即日利用可能なものとする。 

② 利用者登録、自転車の貸出・返却は利用者の利便性向上のため短時間で行うことが可能なものと

する。 

③ どこのポートでも貸出・返却が可能な（自転車を借りたポートと別のポートに返却しても良い）

システムとする。 

④ ポートの満空車情報を利用者に提供できるものとする。 

⑤ ポート及び自転車のデザイン及び色は、地域の景観に配慮したものとする。 

⑥ ポートは常時、無人での貸出・返却ができるシステムとする。 

⑦ ポートは設置・撤去が容易なものとする。 
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⑧ 居住者、通勤者、来訪者など多様なニーズに対応できるものとする。 

⑨ ポートには歩行者（視覚障害者を含む）の通行への安全性を確保する対策（フェンス等）を講ず

ること。 

 

(８) ポート・自転車の仕様 

① ポート及び自転車のデザインは、地域の景観と調和した美しいものとする。 

② ポートは常時、無人での貸出・返却ができるシステムとする。 

③ ポートは設置・撤去が容易なものとする。 

④ 自転車は操作性、安全性、耐久性に優れたものとする。 

⑤ ポート及び自転車のメンテナンスは技術力を持った者が適切に行う。 

 

(９) 留意事項 

① ポート候補地について 

� ポート候補地はポート設置を確約するものではなく、土地所有者・所管部署と調整が必要とな

ること。 

� ポート候補地には、基本的に電源は無く、電気使用は電力会社と協議が必要となること。 

� 社会実験開始後に、様々な理由(イベント開催、違法駐輪の増加、歩行者への危険性増加等)に

より、ポートを移設・撤去する必要が生じる場合があること。その場合の費用負担等について

は協定で定めることとする。 

� 交通安全に配慮すること。また、事故が起きた場合への対応方法を明確にすること。 

� 各種想定されるトラブルへの対応方法を明確にすること。 

� 損害保険には事業者が加入する他、事故やトラブル等は事業者の責任で処理すること。 

� 都市イメージ向上に寄与するよう、ポートや自転車のデザインなどの調整が必要となること。 

 

② その他 

� 利用者登録時に得た個人情報については、「個人情報保護法」を遵守したうえで、適正に業務を

履行すること。 

 

第３第３第３第３    事業者の募集に関する事項事業者の募集に関する事項事業者の募集に関する事項事業者の募集に関する事項    

１１１１....    事業者の募集及び選定事業者の募集及び選定事業者の募集及び選定事業者の募集及び選定    

(１) 募集方式 

運営事業者の選定は、公募型プロポーザル方式とし、民間事業者から、本事業に関する提案を求め

ることとする。 

(２) 事業者の選定 

公募により応募者の企画提案書等を受付け、審査を経て最適事業者候補者を選定する。 

事業主体は、最適事業者候補者を選定するため、「東京都心３区コミュニティサイクル実証事業運

営事業者選定委員会」（以下、「委員会」という。）を設置する。 

 

２２２２....    募集スケジュール募集スケジュール募集スケジュール募集スケジュール    略略略略    

    

第４第４第４第４    応募資格に関する事項応募資格に関する事項応募資格に関する事項応募資格に関する事項    略略略略    

 

第５第５第５第５    提案の選定に関する事項提案の選定に関する事項提案の選定に関する事項提案の選定に関する事項    

１１１１....    選定委員会の設置選定委員会の設置選定委員会の設置選定委員会の設置    

最適事業者候補者の選定にあたり、千代田区、中央区及び港区職員で構成される委員会を設置し、企

画提案書等の審査を行い、最優秀提案及び次点を選定する。 

 

２２２２....    選定方法選定方法選定方法選定方法    

本プロポーザルの審査は第一次審査と第二次審査の二段階方式とし、以下の要領で行う。 

① 第一次審査 

提出された書類をもとに評価を行い、上位の５者(書類等の提出が５者に満たない場合は全者)

を、第二次審査対象者として選定する。なお、評価結果については、第一次審査終了後に参加者

に対して通知する。 

② 第二次審査 
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第一次審査を通過した事業者に対して企画提案書の提出を求め、プレゼンテーション及びヒア

リングによる審査を行い、第一次審査の評価と合わせて最も優れた者を最適事業者候補者並びに

次点と選定する。 

 

３３３３....    審査基準審査基準審査基準審査基準    

企画提案書等の評価項目、評価基準及び配点は、次のとおりである。 

① 適格審査 

評価項目 評価ポイント 配点 

資格要件の審査 応募者が、「資格要件」の応募基準を満たしているか。 合･否 

基本的事項の 

適格審査 

応募者の提案書に、必要記載事項が全て盛り込まれているか。 合･否 

 

② 企画提案審査 

評価項目 評価ポイント 配点 

事業実施体制 

� 事業体制（単独企業及び応募グループの構成）が、提案書の提

案内容を十分に遂行するに足る実施及び能力を有しているか。 

� 業務を行うに十分な人員体制が考慮されているか。 

１０ 

理解度 � コミュニティサイクル事業の目的を十分に理解しているか。 １０ 

事 業 実 施 方

針・ 

コンセプト 

� 基本方針に基づき企画力と実効性を有した事業計画となってい

るのか。 

� 事業の継続性について実現性が高い内容になっているか。 

� ポート配置や周辺施設、ポート利用者への対応が適切か（自転

車台数、ポート台数、設置場所、料金設定、維持管理（メンテ

ナンス）、流動性の確保など） 

� 貸出・返却のしやすさや個人認証などのシステムが提案されて

いるか（料金収受システム、ＧＰＳ機能等情報システム、セキ

ュリティなど） 

� 事業に関連する法制度等が考慮されているか。 

４０ 

付帯条件 

� コミュニティサイクル事業の付帯条件として以下の事項につい

ての提案はあるか。 

１) 自転車利用料以外のスポンサー・広告収入を得るための提案 

２) コミュニティサイクルに関連し、付帯事業（レンタサイクル、

駐輪施設事業等）を一体的に管理、実施するための提案 

３) 放置自転車対策についての提案 

４) 都心３区活性化、快適化（特に景観）、安全性についての提案 

① ユニバーサルデザイン 

② パークアンドウォーク運動 

③ 「ゾーン３０」の導入    など 

２５ 

資 金 調 達 計

画・ 

事業収支計画 

� 設備及び事業開始に伴って必要とされる資金の確保及び調達方

法が適格であるか。 

� 事業運営による収支計画が事業内容と規模に対して的確に構成

されており継続性があるか。 

１０ 

交通安全・ 

防犯、防災対

策 

� 交通安全、交通ルールの啓発について配慮されているか。 

� 事故等トラブルについての対処方法が適切に講じられている

か。 

� 事業運営において発生が予想される盗難等の犯罪及び災害（自

然災害を含む）に対して対策及び対処方法が構築されているか。 

� 個人情報の管理についての対策が講じられているか。 

５ 

総合評価 

� 上記の事項の審査項目だけでは評価が十分にできない内容（応

募者による自由提案事項を含む）について総合的に評価し、加

点方式により評価を行う。（１０点を上限とする） 

 

合 計 １００ 
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プレゼンテー

ション能力 

� 提案内容を明確に説明しているか。 

� 審査委員の質問に対して的確に回答しているか。 

� 事業を行うに必要とされる法令・制度の理解を有しているか。 

２０ 

 

４４４４....    選定結果の公表選定結果の公表選定結果の公表選定結果の公表    

選定結果は各応募者に個別に通知するほか、各区ホームページにて公表する 

    

第６第６第６第６    その他事業に関して必要な事項その他事業に関して必要な事項その他事業に関して必要な事項その他事業に関して必要な事項 

１１１１....    参考資料参考資料参考資料参考資料    略略略略    

(１) ポート配置図  

(２) 用語解説 

(３) 先行事例 

(４) 参考文献のサイト 
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参考２ 2012 年度 RFP ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ提案例（Y チーム） 

 

１．事業名称 

朝霞市基地跡地活用事業   

                                                         

２．背景 

①「子育て世代」の減少 

朝霞市は東京都心から半径20kmの圏内に位置しており、都心のベッドタウンとしての性格を有した都市

です。全従業・通学者の約４割が東京都内へ、約２割がさいたま市内へ通勤・通学をしており、昼夜間人

口比率は約８割となります。一方、朝霞市の人口推移について、平成12年・17年・22年国勢調査による各

年の調査数値を基にした人口コーホート分析では15歳から29歳までの学生層・若年社会人層においては大

幅な増加が見られるものの、30歳から49歳までの俗に「子育て世代」と呼ばれる人口層においては減少が

見られています。 

通勤・通学の便が良く、都会の喧噪から離れて緑の多く生い茂る朝霞市には、本来都心のベットタウン

として多くの世代を受け入れる下地があるといえます。しかしながら、朝霞市の住民が親となり子どもを

育てるようになると、他のまちへと移住してしまう傾向にあります。こうした傾向を受けて、彼らが継続

して住んでいたいと思えるような環境へと整備することが課題となっています。 

 

②待機児童と小児医療問題 

朝霞市においては平成17年・平成22年に『あさか子どもプラン 次世代育成支援行動計画（前期・後期）』

を市民の皆様および関係団体との協働により策定し、地域全体で子育て家庭を応援し、安全・安心なまち

づくりに対する取組を行い、ワークライフバランスの重視や待機児童者数の増加への対応のため、近年３

つの保育園が新設しました。更に２つの保育園の建て替え

1

による定員拡大により、合計175名の定員増が

行われたものの、平成24年4月の時点では、依然として待機児童者数は95名となっています

2

。こうした状

況をうけ同年5月、朝霞市保育園運営審議会では、未だ多くの待機児童がいる状況に加え、今後の入園申込

者数は増加傾向にあることから、保育園のさらなる整備が必要であり、来年度の待機児童対策について早

急な対応を考えなければならないことが確認されました。 

他方、第二次救急医療圏（朝霞地区、朝霞市、志木市、和光市、新座市）における小児救急医療病院群

輪番制の一翼を担っていた志木市市民病院が小児救急医療を終了するなど、小児医療不足の問題が存在し

ています。埼玉県は人口10万人当たり医者が146人で全国最下位であり、朝霞市においては103名と、全国

平均の224.5名を大幅に下回る状態である

3

ことから医師の招聘や医療体制の整備が急務となっています

4

。 

こうした状況の改善には、保育園や小児医院施設の新設が必要とされますが、同施設の建設、保守・運

営には多額の費用が必要とされる見込みです。 

 

③基地跡地利用の問題 

朝霞市には昭和２０年頃から米軍基地「キャンプ朝霞」として使用し、その後返還された「基地跡地」

が市の中心部にあります。 

基地跡地の特色として、朝霞に残る武蔵野の広大な自然林が長い年月を経て残っていることが挙げられ

ます。また、周辺には青葉台公園、朝霞中央公園があり、緑地のネットワーク拠点となりうると同時に、

小中高等学校や老人ホームをはじめとする福祉施設など公共施設に囲まれた立地です。「周辺の公共施設

と連携し、緑に囲まれた 市民のための“憩いと交流の拠点”」

5

としたコンセプトが提示されたように、

基地跡地は新たなまちづくり拠点として多面的な活用が期待される市のシンボルとなるにふさわしい場所

といえます。 

これまで、まちづくりの重要な核として市民にとって有効な活用が模索されてきた

6

ものの、具体的な利

用計画の策定がなされていない状況であり、市の中心部に残る貴重な空間資源であることから、市民の合

                                                   
1

ゆりかご保育園・いずみばし保育園・ひまわり保育園の新設、あさかたんぽぽ保育園や朝霞しらこばと保育園の建て替

え 
2

朝霞市保育園運営審議会 第一回議事録（平成 24年 5月） 
3
埼玉県保健統計年報（平成 20 年度） 

4
国家公務員宿舎の附帯施設の中に児童館と休日夜間小児科診療所構想が進められてきたものの、財務省の方針転換によ

り中止。 
5
朝霞市基地跡地利用計画書(平成 20 年 5 月)基本コンセプト 

6
基地跡地に関わるこれまでの朝霞市計画については別紙 1 を参照されたい 
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意形成を積極的に進め、国・県との調整を十分に図りつつ、利用計画を策定し実行に移すことが大きな課

題となっています。 

    

３．事業目的と概要 

①事業目的 子育て支援から築く、魅力ある憩いと交流拠点の創出 

 朝霞市では待機児童や小児医療の問題等、子育て支援体制が未だ市民からのニーズを十分に満たされて

おらず、そのことが子育て世代が流出する状況へとつながっていると考えられます。未就学児を持つ子育

て世代にとって、自然に囲まれた育成環境は大変魅力的であると考えられ

7

、そうした地域に子育てを支援

する施設や住み良い空間を創出し、子育て世代の流出を防ぎながら、市の中心・シンボルとして多くの人々

を引き寄せることができる「魅力ある憩いと交流の拠点」を創出することが、今回の事業の目的です。 

 

②事業概要 

本事業は朝霞市役所の至近に位置する旧米軍朝霞基地跡地（以下、事業用地）において、子育て世代が

住みたくなる街『朝霞』を実現する機能を有した民間施設等の導入を行い、元気で活力ある朝霞市を実現

するため、民間活力の積極的活用（Public-Private-Partnership）により行政負担をいたずらに増やすこ

となく、持続可能な自治体経営を目指し、本件事業を実施することとします。 

尚、事業用地に導入する機能について、朝霞市の公共的施設として整備すること、および市に負担を求

めるものについても提案可能としますが、施設整備費用と補助費用等の市の負担については、事業用地の

処分費用または定期借地権を設定することによって確保することを基本原則とします

8

。またその他の優れ

た手法についての民間提案を行うことも可能とします。 

 

４．事業場所 

①所在地 

埼玉県朝霞市大字溝沼 基地跡地内（Ｂ地区） 

②面積 

基地跡地約１９・４ヘクタールのうち約３ヘクタール 

③用途地域（仮定） 

近隣商業地域（建ぺい率６０％、容積率２００％、防火指定なし） 

④地区計画 

  基地跡地地区 地区計画（Ｂ地区） 

・ 基地跡地については、都市型住宅（国の進める国家公務員宿舎 現在は中止）や公共公益施設および

業務系施設などが集積するとともに、緑の拠点機能や都市の防災機能を備えた市民のための「憩いと

交流の拠点」となる地区の形成を目指し、地区の土地利用が適正に誘導されるよう地区計画を定めて

いますが、その趣旨に反しない提案を行うことは可能とします。 

⑤ 事業用地について 

事業用地が含まれる「基地跡地」（約１９．４ha）は、市の南部に位置し、東武東上線朝霞駅から徒歩

約８分の距離に位置しています。 

「基地跡地」は、米軍基地「キャンプ朝霞」として使用され、昭和４９年以降に日本に返還され以降、

国・県・市の公共施設整備を進めてきました。  

事業用地であるＢ地区は返還当時のままとなっており、全体的に高木が茂り、緑が多く静かな環境であ

るが、周囲をフェンスで囲まれており、敷地内に立ち入ることができない状況となっています。 

⑥事業用地周辺の状況について 

「基地跡地」は飛び地状の市街化調整区域（約５０ha）に位置しており、周辺は、北側が朝霞駅周辺から

連なる商業系用途地域、東・西・南側が住居系地域に指定されています。 

事業用地の周囲には、朝霞市役所や朝霞税務署、朝霞保健所などの公共施設や朝霞第一中学校や朝霞西

高校、公民館、図書館などの文教施設、中央公園、青葉台公園などの公園が立地しています。 

事業用地東側の公園通りは緑豊かな並木道となっており、朝霞市の市民祭りである「彩夏祭」の鳴子踊

りのメイン会場等として活用されています。  

地図（３点） 略 

                                                   
72012 年 4 月に未就学児を持つ子育て世代の約６割が、今後住み替えるなら通学などに便利な都心よりも 自然環境に恵

まれた郊外の方が好ましいと考えていることが分かった（三井不動産リアルティ社による調査） 
8 朝霞市基地跡地の当該街区は本来財務省の所管であるが、今回の要項作成に当たっては、朝霞市の政策的課題を解決

するＰＰＰ手法の要項を作成するという趣旨を重視し、朝霞市有地である仮定をしている。 
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５．事業内容（必須導入機能） 

『子育て世代が住みたくなる街 朝霞 』を実現する機能について 

①利用しやすい保育時間設定等を行う認可保育所 

・ 設置する施設については児童福祉法等関連法令の他、国・県のガイドライン等に基づき、適切な施設

規模、施設構成としてください。 

・ 特に共働き世帯における就労と子育ての両立支援については、要望が強いため、多様な要望に対応で

きる運営態勢としてください

9

。 

・ 一時利用や病後時保育への対応、休日保育の実施の他、平日は最大 21 時までの延長保育サービスを提

供するなど、東京・埼玉通勤層がフルタイム就業可能な保育時間を設けた施設運営を原則としてくだ

さい。この場合の延長保育料等（保育時間中の食事費用も含む）の水準については収益事業の一環と

して、利用者負担を求めることが可能です。 

・ 施設での受け入れ人数は概ね 70 名から 100 人程度を目安として提案してください。 

・ 朝霞市民間保育園補助金交付要綱、朝霞市社会福祉法人立保育園整備事業費補助金交付要綱に基づく

補助の他、朝霞市に負担を求める提案も可能ですが、事業者と市の適切な負担のバランスに留意して

ください。 

②全国的には高い年少人口比率・生産年齢人口比率からくる、小児医療をはじめとする多様な医療需要に

対応し、地域医療の充実を図り、子育てに安心な街『朝霞』を実現する機能。 

・ 上記機能を満たすため、救急医療を行う地域医療の中核をなすべき病院機能の導入を提案することは

妨げません。 

・ 医療法に定める医療提供施設を対象とするが、医療類似行為を行う施術所（治療院や鍼灸院、マッサ

ージ院、整骨院や接骨院）なども付帯させる提案も可とする。 

③子育て世代の生活の場としての住居機能の導入。 

・ 子育てし易い工夫を施した住居としてまた、多世代居住が可能な区画・間取り・設備に配慮した住居

の特徴付けを行ってください。 

・ 共同住宅であれば共用部、戸建住宅であれば集会所機能の充実など、地域活動の場となるスペースを

適切な規模で確保してください。 

④地域生活の利便性の向上および、地域コミュニティの醸成を促進する民間商業施設等の導入。 

・ 地域住民が気軽に利用できる施設であるとともに、地域コミュニティ醸成に資するイベント（利用料、

参加寮が有料でも可）などを継続的に企画・運営する機能を導入してください。 

・ 導入施設の用途については、近隣地域に住宅などが多いことに留意し過度の騒音、臭気の発生などが

予想される施設は不可とします。 

 

６． 事業手法 

①民間事業者が現在、事業用地に存在する立木、構造物等の解体・撤去等を行う。 

②土壌汚染、地中埋設物については朝霞市の負担において、その対策を講じること。 

③借地借家法（平成３年法律第 90 号）第 22 条に定める定期借地権（一般定期借地権）及び第 23 条第 1項

又は第 2項に定まる事業用定期借地権を設定し、事業を行うことができる。 

・ 借地の権利は賃借権とします。 

・ 貸付料の１㎡当りの単価は事業者の提案に基づき、朝霞市と協議の上、土地賃貸借契約書に定めるも

のとします。 

・ 貸付を受けるものは、事業者を構成する民間企業等、または応募者が設立する SPC（特別目的会社）

等の事業法人とします。 

・ 借り受けた土地の管理は事業者が行い、借り受けた目的以外の目的に利用しないこと。 

・ 賃借料は４年ごとに見直すこととし、物価変動その他の経済情勢の変動に伴い市が必要と認めた場合、

事業者との協議により必要とする手続きを経て決定する額に改定します。 

・ 定期借地権設定にかかる保証料は月額賃料の 10 か月分とします。 

・ 借り受けた土地を、朝霞市の書面による許可なく転貸しないこと。 

・ 借り受けた期間が満了したときは速やかに原状に回復すること。 

・ 借り受ける期間は建設期間、構造物等除却期間を含めたものとし、中途解約はできないものとします。 

④事業用地を市から買い取り、自らの事業を行う用地とする提案を行うことができる。 

・ 譲渡代金は事業者の提案に基づき、朝霞市と協議の上、土地売買契約書に定める金額とします。 

                                                   
9 平成 21 年『あさか子どもプラン 次世代育成支援行動計画（後期計画）策定の為のアンケート調査結果報告書』にお

いて、現在就労していない母親のうち、短期的・中期的将来に就労意欲がある割合は 70％以上存在し、また共働き世帯

における保育サービスの充実は約 60％となっている。 
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・ 売買した土地を、事業期間中に朝霞市の書面の許可なく転売しないこと。ただし、住宅分譲等による

所有権移転について、及び提案書内に明記され、予定した転売についてはこの限りではありません。 

・ 譲渡を受けるものは、事業者を構成する民間企業等、または応募書画設立する SPC（特別目的会社）

等の事業法人とします。 

⑤敷地の一部を定期借地利用による事業、一部を市との土地所有権売買により事業を行う提案が可能です。 

・ 定期借地により事業用地を借り受ける事業者と売買契約を締結する事業は同一の事業者であるか、ま

たは応募者が設立する SPC（特別目的会社）等であること。 

⑥ 事業者の事業範囲 

・ 敷地及びインフラ整備 

・ 施設の設計 

・ 施設の建設 

・ 工事監理 

・ 申請、登記手続き等 

・ 敷地内および施設の管理運営保守 

・ 市の指導による緊急対応時対策・防犯防災対策と職員指導 

・ 適切な事業収支計画を作成し、自立的な民間収益事業を行うこと 

・ その他、上記に関連する業務 

 

７．応募者の参加資格要件 略 

 

８.スケジュール 略 

 

９．事業者の選定基準 

評価の視点 配点 

１．導入機能に関するもの 

30 

� 子育て施設における保育計画は利用者にとり魅力的なものであるか。 

� 子育て支援機能において、市と事業者の負担が明確であり、かつ適切であるか 

� 診療科目の多様性など、医療機能の充実に資する提案がなされているか 

� 医療機能において、小児医療機能は充実しているか 

� 地域イベントやコミュニティ醸成に資する民間施設の提案がなされているか 

� 子育て世代に魅力を訴求できるような機能を有した住居であるか 

� 子育て環境の改善に意欲的で、利用者の利便性向上が見込める提案であるか 

� その他、本事業の推進に資する独自の提案がなされているか 

２．事業計画・事業の継続性に関するもの 

25 

� 本事業の背景や目指すべき趣旨に沿った提案であるか 

� 提案の事業スキームは適切なものであるか 

� 各機能・施設の需要予測が適切になされており、事業収支計画は自立的で適正な水準であ

るか、十分に検討されているか。 

� 事業者構成員に十分な事業実績があり、提案内容を実現する説得性があるか 

� 各業務を担当する事業者が破綻した場合の対応策について具体的な検討がなされている

か 

� その他、本事業の推進に資する独自の提案がなされているか 

３．設計・建設に関するもの 

15 

� 子育て世代を中心としたコミュニティ醸成が促進される建物・外構計画となっているか 

� 施設のライフサイクルコストの抑制や光熱水費の低減に配慮した設計となっているか 

� 誰もが利用しやすいユニバーサルデザイン・バリアフリーの施設計画であるか 

� 防犯面や防災面に配慮した計画となっているか 

� 適切な配置計画・緑化計画により周辺施設や環境との調和に配慮するなど、地域のシンボ

ルとなるような提案であるか 
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� 建物の品質確保を重視した無理のない工程計画となっているか 

� 騒音・振動や安全面など、周辺住民に配慮した施工計画となっているか 

� その他、本事業の推進に資する独自の提案がなされているか 

４．維持管理・運営に関するもの 

10 

� 各施設の維持管理・運営計画は適正であるか 

� 事業運営状況の分析・報告スキームについて検討がなされているか 

� 利用者の要望・満足度を的確に把握し、事業運営にフィードバックする仕組みが検討され

ているか 

� その他、本事業の推進に資する独自の提案がなされているか 

５．定期借地賃料・土地売却価格 

20 � 市の費用負担を求める提案がある場合はその金額を考慮の上、基本的には提案の最高価格

との差により評価する 

合 計 100 

 

１０．事業進捗状況の確認  

① 事業契約後から施設建設中の期間 

・ 朝霞市は随時に事業の進捗の確認ができる書面を選定事業者に提出させることができ、必要な場合は

指導、改善の要求ができるものとします。尚、必要な書面については朝霞市と事業者にて別途定める

こととします。 

・ 選定事業者は、建築基準法に規定される工事監理者を設置し、工事監理を行い、朝霞市は随時に工事

施工、工事管理の状況の確認を行い、必要に応じて指導、改善の要求ができることとします。 

② 事業期間中のモニタリング 

朝霞市は施設供用開始後、自らの費用をもってサービスの質を確認するために定期的に事業の実施状況

を確認するためにモニタリングを行います。モニタリングは、要求水準書どおりの履行確認である検査に

加え、質の低下の有無を確認するものであり、著しく低下していると認められた場合には、事業の中止や

停止の措置、改善勧告および罰金を課すなどの処分を実施することとします。なお、モニタリング項目に

ついての詳細は事業契約書にて取り決める予定ですが、以下の項目を予定しています。 

・ 各種法令の遵守 

・ 住民説明の実施とパブリックコメントの検証 

・ 保育施設の運営状況 

・ 医療施設の運営状況 

・ コミュ二ティーを醸成する施設の利用状況と満足度調査の状況 

・ 施設の利用料金の妥当性 

 

③ 事業者へのインセンティブ 

朝霞市の実施する利用者の満足度調査により、利用者満足度がおおむね 70％以上であること、また利用

者数の増加が継続的にみられる場合には事業者へのインセンティブを予定しますが、詳細については事業

契約書で定めることとします。 

 

１１．リスク・責任分担 略 

 

[別紙1] 基地跡地に関わる朝霞市計画略歴 略 
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参考３ 2012 年度の RFP ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの評価 

 

１ ルール 

 今年度は、「政策の目的の妥当性」およびその前提としての地域分析を重視するために、1チーム当たり

の人員を増やし２チーム対抗とした。 

 提案された RFP は、以下の二つである。 

S チーム：東京都心 3区におけるコミュニティサイクル実証事業 

Y チーム：朝霞市基地跡地活用事業 

 

 審査の選定基準は講義時においてあらかじめ以下の通り開示している。 

項目 配点 

1 政策の目的の妥当性（実施しようとしている目的に妥当性があるか、妥当性の背景や根

拠が具体的に示されているか） 

35 点 

2 役割分担の妥当性（官民の役割分担（官が整備すべき条件、民の必須・推奨・禁止項目）

は明確かつ合理的か 

20 点 

3 競争性（資格を厳しすぎる、特殊な技術やｺﾝﾃﾝﾂに絞るなど競争性を制限していないか） 5 点 

4 目的と募集要項の整合性（目的と募集要項各条項の整合性はとれているか） 
20 点 

5 ガバナンスの妥当性（ガバナンスの工夫はあるか、ペナルティ・インセンティブ・モ

ニタリング） 

20 点 

 

審査項目は、「PPP の失敗」の分類に基づいており、その内容は講義時に解説している。2011 年度までは

各項目 20 点の配点だったが、「1政策の目的の妥当性に関する検討」が不十分な RFP が散見される一方、「3

競争性」に関しては RFP ごとに大きな差は出ていないことから、「1」の十分な検討を誘導するために大き

く配点したものである。 

審査は、担当教員である根本のほかに、RFP の実務に詳しい覆面の審査員（行政 1名、民間 1名）を置

いた。各人各項目ごとに 0, 0.5, 1, 1.5~4.5, 5.0 までの 11 段階評価を行い、各人の評価値とコメントを

相互に見た上で、あらためて 11 段階で全体の評価を決めた。講評の点は、審査員の評価コメントを参考に

して根本がとりまとめた。 

 

２ 結果 

結果は以下のとおりである。 

審査項目 配点 

Y チーム

得点 

1 政策の目的の妥当性（目的に妥当性があるか、妥当性の背景や根

拠が具体的に示されているか） 35 24.5 21.0 

2 役割分担の妥当性（官民の役割分担（官が整備すべき条件、民の

必須・推奨・禁止項目）は明確かつ合理的か 20 14.0 16.0 

3 競争性（資格を厳しくしすぎる、特殊な技術やコンテンツに絞る

など競争性を制限していないか） 5 5.0 4.5 

4 目的と募集要項の整合性（目的と募集要項各条項の整合性はとれ

ているか） 20 16.0 16.0 

5 ガバナンスの妥当性（ガバナンスの工夫はあるか、ペナルティ・

インセンティブ・モニタリング） 20 16.0 16.0 

合計 

 100 75.5 73.5 

 

以上により、甲乙付けがたいものの僅差で Sチームの RFP を優秀 RFP とした。 

 

（１） 総評 

●Sチーム：時代の要請を先取りする政策であり、先行事例の紹介や分析も丁寧に行われていて、

行政にも民間にも分かりやすい RFP と評価する。しかし、「背景」、「目的」、「選定基準」に書かれ
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ている政策目的の優先順位、ウエイトの関係が非常に分かりづらい。また、「背景」からは最重要

の課題と認識される「慢性的な混雑の解消」、「環境負荷の改善」に対して、「コミュニティサイク

ルの導入」が与件として与えられることで課題が解決されており、民の考える余地が少ない。ま

た、3区間の連携形態が不明で、提案者のリスク要素となる。 

●Yチーム：子育て支援、大規模低未利用地活用とも一般的に行政が発案するオーソドックスな

政策であり、行政にも民間にも分かりやすい RFP と評価する。子育て支援のために、自然に恵ま

れた環境を使うこと自体には違和感はない。しかし、実際には単身世帯を吸収している現状に鑑

みると、子育て支援が市場ニーズに合っているのか、維持できるのかが疑問であり、「政策目的

の失敗」の可能性がある。また、弱点を補う提案を求めるとしても、本件施設だけで補えるもの

ではない点が限界を感じる。 

 

（２） 政策の目的の妥当性（実施しようとしている目的に妥当性があるか、妥当性の背景や根拠が具体

的に示されているか） 

●Sチーム： 

・背景に、自動車交通への依存による「慢性的な混雑」、「環境負荷の増加」が解決すべき根源的

な問題、これに付随する問題として、「放置自転車の増加」、「公共交通サービス網の利便性低下

による買い物弱者の発生」が位置づけられているように理解できる。しかし、これに対して、最重

要の課題である「混雑緩和」への解決方法が、突然、コミュニティサイクルに設定されており唐突

感が否めない。他の「混雑緩和」手段との比較検討結果が示される必要があろう。また、コミュニ

ティサイクルに限定されたことで、民間が最重要の目的を達成する手段を考える道をふさいでしま

っている。 

・目的のうち、「(3)商店街の活性化」に関しては、「買い物弱者対策」が他にもさまざまな方法が

あり得る中で、コミュニティサイクルがもたらす効果はあくまでも副次的効果であり、目的として

掲げるには弱いとの印象を受ける。 

●Yチーム：  

・利便性と居住環境の良さはベッドタウンとしての適性につながっているが、それは単身もしくは

夫婦二人世帯のことであり、地価（賃料）が相対的に安くないので子育て世代には費用対効果が低

いという可能性がある。そうすると、保育や小児医療機能を充実させても効果が出るとは限らない。

実際には単身世帯を吸収している現状に鑑みると、子育て支援が市場ニーズに合っているのか、維

持できるのかが疑問であり、「政策目的の失敗」の可能性がある。また、弱点を補う提案を求める

としても、本件施設だけで補えるものではないのではなく、効果に限界のある提案を求めることに

なる。少なくとも、他都市比較、住民意識調査、都市イメージ調査などの補完情報は必要であろう。 

・なぜ医師数が少ないのか、提案者が考えるとしても、募集者として思い当たる原因は指摘してお

いた方が良い。近隣都市の医療機能と合わせると実はさほど問題がないのかもしれない。 

 

（３） 役割分担の妥当性（官民の役割分担（官が整備すべき条件、民の必須・推奨・禁止項目）は明確

かつ合理的か 

●Sチーム： 

・コミュニティサイクル事業は公共サービス（区が民間に委託する）なのか、民間サービス（民の

自発的な事業に補助等の支援を行う規制・誘導型）なのかが分かりにくい。 

・事業主体が３区であるが、３区相互の権利義務関係（広域連合・一部事務組合・共同出資 SPC・

協定の別、責任分担やその比率など）、運営事業者と３区の間の契約形態が不明である。３区連携で

はじめて成立するﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝを提案したとすれば、いずれか１区が離脱して自分の分のペナルティ

を支払ったとしても、全体としては大きくロスしてしまい、運営事業者が損失を被ることはありう

るのではないか。 

●Yチーム：  

・救急医療を行う病院の提案を妨げない（中立）とあるが、朝霞市の人口で民間救急病院の採算確

保は困難と目されるので、求めるのであれば、提案には加点するのが妥当ではないか（推奨）。 

・インフラの内容が工事費に影響するので、基本的なスペックは表示した方がよい。 

 

（４） 競争性（資格を厳しくしすぎる、特殊な技術やコンテンツに絞るなど競争性を制限していないか） 

●Sチーム：資格は通常通りであり、特殊な技術やコンテンツに絞られてもいないので、競争性は

問題ない。 

●Yチーム：資格は通常通りであり、特殊な技術やコンテンツに絞られてもいないので、競争性は
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問題ない。ただし、選定基準でも事業者構成員の十分な実績を加点評価しており、やや実績偏重で

競争性を狭める可能性がある。 

 

（５） 目的と募集要項の整合性（目的と募集要項各条項の整合性はとれているか） 

●Sチーム：  

・総合評価の自由提案を除く点とは具体的には何を指しているか分かりにくく、職員のみの委員会

であることもあいまって、恣意的な評価がなされるのではないかとの懸念を感じる。 

・プレゼン能力を評価するのも理由が分からない。内容はその前の項目で十分に評価しており、加

えてプレゼン能力を問う必要はないのではないか。 

・次点を決める以上、優先交渉権者との交渉期限（次点交渉権者が繰り上がる期限）は明示してお

く必要があろう。 

●Yチーム： 

・選定基準上の「市の費用負担を求める提案は提案の最高価格との差により評価する」の意味がわ

かりにくいが、提案価格から市の費用負担を差し引くということだとすると、さほど予算を要しな

いが評価ウェイトの大きな項目で、相場を大幅に上回る費用負担を求めて、加点を稼ぐということ

が可能になり、不合理ではないか。（原宿警察署 PFI では、サービス購入料と自由提案付帯事業の支

払い地代を差では比べていない） 

（６） ガバナンスの妥当性（ガバナンスの工夫はあるか、ペナルティ・インセンティブ・モニタリング） 

●Sチーム： 

・SLA 導入は評価できる。 

・本件は基本的に事業収入が収入であり、区からの経済的な便益は道路占有料の免除と初期投資補

助であるため、レベルが一定水準を下回った場合、どのようなペナルティが課せられるのかを知り

たい。特に、運営上のペナルティが初期投資補助の返還にも及ぶのか懸念される。 

●Yチーム： 

・事業者のインセンティブの利用者満足度はどういう方法で客観的に把握されるのか。 

・「利用者数の増加が継続的に見られる」とはどういう意味があるか。最初に十分に確保して、その

後同レベルを維持する方が政策効果は高いのではないか。 
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参考４ 教員からの提示 RFP 

 

シティ・マネジメントのﾋﾞｼﾞｮﾝおよびﾓﾃﾞﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ提案募集要項 

 

習志野市 

 

本件募集は、本市を取り巻く現在および将来の自治体経営の環境、特に、近隣都市間の競争の激化を踏

まえて、市が目指すべき明確なビジョンおよびそれを実現するための具体的かつ実現可能なアイデアを有

するシティ・マネジメントチームをコンサルタントとして採用する前提として、その能力を評価するため

に実施するものである。 

 

１ 本市の歴史 

本市は千葉県の北西部に位置し、東は千葉市、西は船橋市、北は八千代市に接し、南は東京湾に面して

いる。地形は東西 8.9 キロメートル、南北 6.2 キロメートルで内陸部の自然地形と平坦な埋立地から構成

されている。 

東京湾側は、もともと沖合いに広がる遠浅の海岸で潮干狩りや海苔の養殖が行われていたが、1960 年代

以降千葉県企業庁が埋め立てを行い、日本住宅公団による袖ヶ浦、秋津、香澄の団地、分譲住宅地の他、

芝園・茜浜などに工業用地が作られた。なお、このとき国有地の一部が埋め立てられずに池状の土地（谷

津干潟）が残った。これは、現在野鳥の飛来地としてラムサール条約に登録されている。 

本市は、東京からほぼ 30 キロメートル圏内にあり、旧国鉄の東京―津田沼間複々線化（現在の所要時

間約 30 分）、京成電鉄（京成上野駅まで特急で約 35 分）に加えて、1969 年の地下鉄東西線（現東京メト

ロ東西線）中野－西船橋間の開通により、首都圏近郊の住宅地としての注目度が高まり人口も急激に増加

していった（図 1参照：略）。 

 

２ ﾋﾞｼﾞｮﾝ 

こうした中、初代市長の白鳥義三郎は、人口増加を、経済のみならず生活の質の向上につなげるために、

「一年の計は穀を植えるにあります。十年の計は木を植えるにあります。そして百年の計は人を育てるに

あります」とのﾋﾞｼﾞｮﾝを打ち出し、教育文化の振興に努めた。このﾋﾞｼﾞｮﾝに基づき、1970 年、市は行政指

針として「文教住宅都市憲章」（表 1：略）を制定した。憲章は、「自然環境の保全」、「住みよいまちづく

り」、「教育と文化への注力」を柱としており、現在に至るまで行政の基本的ﾋﾞｼﾞｮﾝとして維持されている

とともに、市民にとってのｱﾝﾃﾞﾝﾃｨﾃｨのよりどころとなっている。市では、このﾋﾞｼﾞｮﾝに基づき、次世代を

担う子どもたちのために保育所、小中学校施設、市立高校の積極的な投資や大学の誘致など福祉・教育サ

ービスの充実を図ってきた。 

このように、教育や文化、子育ての充実により人口や税収の増加を生み、それを原資に公共施設や公共

サービスが充実され、さらに人口が増加するという好循環が形成されてきたと言える。 

 

３ 環境の変化と問題の発生 

しかしながら、人口増加の直接的要因であった交通網の充実は、習志野市だけでなく東京－千葉間の他

の都市にも同様にプラスの影響を与えており、これらの都市との間での競争が厳しさを増している。具体

的には、東京－千葉間のライバルとしてもともとあった市川市、船橋市に加えて、近年、浦安市、八千代

市、成田市などが成長してきた。特に、もともと東京に最も近く、地下鉄東西線や JR 京葉線の開通で利便

性を飛躍的に高めた浦安市と、東西線と直通運転する東葉高速鉄道の開通により都心まで 1時間圏内に入

った八千代市は、2000 年以降人口を急拡大させており、従来であれば本市に居住する可能性のあった潜在

的人口を吸引していると考えられている。 

ちなみに、東京都心までの所要時間は、浦安市が 20 分、習志野市が 30 分、八千代市が 40 分であり 10

分ずつ遠くなっている（図 3：略）。 

以下、東京都のベッドタウンとしてのライバル関係にあると考えられる浦安市、八千代市と比較し自己

分析を行った。 

図 4（略）は人口長期推移である。これによると、人口増加がもっとも早いのは習志野市であり、少し

遅れて公団住宅が建設された八千代市が続いている。浦安市はさらに遅れて 80 年代の舞浜地区の開発を機

に人口が増加している。いずれも、10~20 年程度で急激に増加した後伸び率が鈍化している。 

しかし、その後、八千代市、浦安市は 90 年代後半以降に再び増加している。一方、習志野市は増加が

鈍化したままとなっている。習志野市に住みたいという魅力が相対的には弱体化してきていることが分か

る。 
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図 5（略）は 2010 年と 2005 年を比較した人口コーホート図（2010 年の年齢階級別人口から 2005 年の 5

才下の人口を引いている）である。これによると、３市は 15~19 才、20~24 才に増加している点は共通し

ているが、25~29 才以降では差が出てきている。すなわち、習志野市は 25~29 才にマイナスとなり、30~34

才にプラスになるもののその後はマイナス傾向が続いている。浦安市は 25~29 才は大幅なプラスが続いて

いる一方、30 才台で大きくマイナスとなりその後もプラスには戻らない。八千代市は、20~24 才の増加は

3市中もっとも低いが 25~29 才以降のプラスは逆に最も大きい。 

この結果をみると、習志野市は、日本大学、東邦大学の存在から大学生～１次就職期の世代を吸収して

はいるものの、浦安市の後塵を拝しており、また、子育て世代の取り込みは八千代市に大きく差をつけら

れていることが分かる。 

このことは、時間距離を優先する単身世帯は浦安市に、広さや価格を優先するファミリーは八千代市を

選ぶ傾向を示唆している。このままでは、習志野市の存在感は両市のはざまで埋没し、文教住宅都市憲章

で示した方向性、特に、将来を担う子供たちを生み育てる子育て世代の確保はますます困難になると考え

ざるを得ない。 

仮に、時間距離の割に地価が高いことが原因とすれば、今後宅地供給を増やすことが解決法となる。こ

のことを検証するために、3市の東京都心までの時間と公示地価の関係を図 6（略）で示した。これによる

と、都心に近付くにつれて価格が高くなるという正の相関がみられる中で、習志野市の公示地価は浦安市

と八千代市の中間に位置しており、少なくとも割高ではなく、地価が原因とはいいがたいことが明らかに

なった。 

以上の通り、日本全体の人口減少傾向に加えて、近隣都市との厳しい地域間競争の中で優位性を保てな

い状況で、今後とも文教住宅都市のﾋﾞｼﾞｮﾝを堅持すべきか、現実に合わせて見直すべきか、どういった年

齢層、世帯の取り込みに重点化すべきかの検討が必要となっている。 

 

４ 募集内容 

上記の自己評価を背景に、地域間競争の実態を科学的、客観的に分析し、市のあるべきﾋﾞｼﾞｮﾝおよびそ

れを具体的なプロジェクトとして具現化できる能力のあるシティ・マネジメントチームを選定するために、

下記の提案を募集するものである。提案書には、下記内容が含まれていれば良く、様式は任意とする。 

（１） ﾋﾞｼﾞｮﾝ提案 

(ア) 現在、市が置かれたさまざまな環境を前提として、文教住宅都市憲章に示されたﾋﾞｼﾞｮﾝを維

持することの是非を検討すること。 

(イ) 変更が妥当と判断する場合は変更後のﾋﾞｼﾞｮﾝの内容を示すこと。 

(ウ) 維持する場合、変更する場合（一部の修正もしくは具体化を含む）のいずれであっても、本

要項に示したものに加えて、さらなる人口分析（従業通学分析などを含む）、産業分析、他地

域事例紹介などを行い、判断した理由に関する客観的根拠を明示すること。 

（２） モデル・プロジェクト提案 

(ア) 上記ﾋﾞｼﾞｮﾝを象徴し、市民がﾋﾞｼﾞｮﾝを容易に理解できるようなモデル・プロジェクトを１つ

提案すること。 

(イ) モデル・プロジェクトは、施設整備（新設、改修）、イベント、ソフト事業、政策提案のいず

れでも可とする。 

(ウ) 提案内容には、プロジェクトの内容、事業期間、期待する効果、実施手法、市に期待する協

力内容、収支計画などを含むものとする。 

(エ) 施設を利用する場合は、以下のいずれかの利用を推奨する。施設図面や賃借条件等データは

後記視察会において配布する。他の施設を利用する場合は、合理的な賃借条件等を前提とす

ること。 

① 現庁舎土地の賃借（習志野市鷺沼 1丁目 1番 1号。現況老朽庁舎建物あり。耐震性不足

のため使用不能。） 

② 仮庁舎施設跡のスペース賃借（習志野市津田沼 5丁目 12 番 4号（京成津田沼駅前ビル

2・3・4階）。2012 年 8 月から市が所有者（民間企業）から賃借中。5年の期間満了後

に民間企業から賃借することが前提。） 

(オ) モデル・プロジェクトには市の追加的な財政負担は行わない。収支は、イベント実施やソフ

ト事業の場合は「単年度赤字とならない」こと、新築、改修等施設整備を伴う場合は「法定

耐用年数の 1/2 以内で投資を回収できる」ことを合理的に立証できることを条件とする。政

策提案の場合も同様に定量的な根拠を示すこと。合理性、確実性の立証を条件として、収入

に税収や公的支出の削減分を含めることを認める。いずれの場合も、黒字の程度、投資回収

年数の早さは評価対象としない。 
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５ 提案者のインセンティブ 

選定されたシティ・マネジャーチームとコンサルタント契約（3年間）を締結する。提案内容はもと

よりシティ・マネジメント全体を所掌する。上記に関しては、議会の了解を得るべく市は最大限努力

するものとする。 

 

６ 提案者の資格 

コンサルタントとして本市が通常求めている資格のほかには制限は設けない。モデル・プロジェクト

を自ら実施できる能力は問わない。 

 

７ 選定基準 

（１） ﾋﾞｼﾞｮﾝ提案 

(ア) 明確性、論理的一貫性、わかりやすさ（20 点） 

(イ) 示されている根拠の具体性、合理性、説得力(20 点) 

（２） モデル・プロジェクト提案 

(ア) 提案されたﾋﾞｼﾞｮﾝとの整合性、公共性（20 点） 

(イ) 独創性、象徴性（20 点） 

(ウ) 収支面での検証の十分さ、実現可能性の程度の高さ(20 点) 

 

８ スケジュール 略 
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Ⅱ 公共施設マネジメント白書のチェックリスト（暫定版） 

 

１ 趣旨 

 

公共施設老朽化の認識の高まりにつれて、全国で多数の公共施設（マネジメント）白書

が作成されるようになってきた。白書の制作は、市民に情報を開示しバランスのとれた判

断を促すとともに、行政、議会自らも具体的な行動に移すには必須のものである。しかし

ながら、こうした目的を達成するには、単に白書を制作したという事実だけではなく、そ

の内容が問われる。本リストは、効果的な白書を制作するうえで必要となる点をリストア

ップしたものである。 

 

２ 位置づけ 

 

●対象が市民向けであることが明確に示されているか 

 

●市民が理解しやすいように平易な言葉、解説が付されているか 

 

●公共施設マネジメントの必要性が示されているか 

 

３ 対象施設 

 

●すべての公共施設を対象にしているか。学校や公営住宅を除くなどの例外扱いはないか。

文化財など更新を前提にしない施設を排除することは適切である。 

 

●インフラを含めているか。同じ白書に一体的にカバーする必要はないが、その必要性に

言及しているか。 

 

●一部事務組合、広域連合で行っている事業については、その組織が保有する施設の情報

および負担割合を明記されているか。 

 

４ 内容 

 

●公共施設整備の経緯が、地域の発展の歴史を踏まえて解説されているか。 

 

●人口や自治体財政に関する現状分析、将来予測が客観的になされているか。 
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●予算確保可能額の根拠として、近年の普通建設事業費の内訳が記載されているか。 

 

●施設の配置が全体地図、地区別の概念図などで整理されているか。地区別の過密、過疎

の度合いが分かりやすく記述されているか。 

 

●建築年月、構造・階数、土地面積、延床面積、改修実績、耐震化実績、運営日・時間、

料金、スペース構成、人員体制などが明記されているか。 

 

●施設別・目的別の利用者数、収入、経費が示されているか。 

 

●利用率は、稼働可能な時間コマ定員を考慮しているか。 

 

●経費は人件費、維持管理費、減価償却費などに区分されているか。 

 

●学校など 1 種の施設に複数棟の建築物がある場合は、それぞれごとの情報があるか。 

 

●将来の更新投資金額や予算不足額（率）が推計されているか。その根拠は明記されてい

るか。 

 

●予算不足解消の方向性（方法、検討時期・体制など）が示されているか。 

 

●参考となる他自治体の検討状況や対応事例などが記載されているか。 

 

●公共施設に関して今後検討すべき課題を整理しているか。 

 


